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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十

年
条
約
第
二
十
七
号
。
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
関
し
、
協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録
（
昭
和
四
十 

 
 

年
外
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
。
以
下
「
合
意
議
事
録
」
と
い
う
。
）
2

(ｃ)
に
お
い
て
、
「
「
居
住
し
た
」
と
は
、
同
条 

 

2
(ａ)
に
掲
げ
る
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
時
ま
で
そ
の
国
に
引
き
続
き
一
年
以
上
在
住
し
た
こ
と
を
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ

た
。
」
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
者
と
は
、
協
定
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
で
昭
和
二
十
二
年
八
月
十
五
日
か
ら
昭
和
四
十 

 

年
六
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
時
ま
で
他
方
の
締
約
国
に
引
き
続
き
一
年
以
上
在
住
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を

い
う
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
一
九
四
七
年
八
月
一
六
日
に
、
韓
国
籍
で
日
本
に
居
住
し
て
い
た
者
」
に
つ
い

て
は
、
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
照
ら
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

協
定
第
二
条
2

(ａ)
に
お
け
る
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
に
つ
い
て
は
、
合
意
議
事
録
2

(ａ)
に
お
い
て
、「
法
律
上
の
根

拠
に
基
づ
き
財
産
的
価
値
を
認
め
ら
れ
る
す
べ
て
の
種
類
の
実
体
的
権
利
を
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
。
」
と
し
て
お
り
、 

衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男
君
提
出
日
韓
請
求
権
協
定
の
法
的
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

 

四 

具
体
的
に
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
動
産
、
不
動
産
、
債
権
、
証
券
に
化
体
さ
れ
た
そ
の
他
の
権
利
及
び
無
体
財
産
権
が
含
ま

れ
る
と
考
え
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
年
金
・
恩
給
等
の
請
求
権
」
に
つ
い
て
は
、
協
定
の
署
名
の
日
に
お
い
て
実
体
的
権
利

で
あ
っ
た
も
の
は
、
同
条
2

(ａ)
の
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
が
、
具
体
的
に
は
、
個
々
の
権
利
の

有
無
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
及
び
関
係
法
令
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

協
定
第
二
条
2

(ａ)
又
は
(ｂ)
に
該
当
す
る
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
で
、
こ
の
協
定
の
署
名
の
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
締

約
国
が
執
っ
た
特
別
の
措
置
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
意

味
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


